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計画の推進に向けて9
　計画の推進に当たっては、引き続き、本計画の評価指
標及び進行管理票に基づくＰＤＣＡサイクルによる評価
を実施します。また、府中市高齢者保健福祉計画・介護
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計画の評価体制

　地域ケア会議、生活支援体制整備、地域包括支援セ
ンターの総合相談支援業務等を通じて、高齢者の悩み
事や困り事などのニーズを適時、的確に把握します。

　この冊子は、府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第８
期）を要約した概要版です。詳細については、市役所本庁舎３階市政情
報公開室や中央図書館で閲覧できるほか、ホームページでもご覧いただ
けます。

地域課題の把握体制
　福祉のニーズの多様化に対応し、また、生涯にわたる
切れ目のない支援を行っていくためには、福祉部門だけ
でなく、企画政策、生涯学習、男女共同参画、地域コ
ミュニティ、住まい、労働、都市計画、防災、交通等の部
門とも広く連携していくことが必要です。
　また、東京都や近隣市町村とも広域的な連携を図って
いきます。

関係部局との連携体制

●事業内容、数値目標、
サービスの見込量等
を定めます。

実行 Do

●計画の内容を踏まえ、
事業を実施します。

改善Act 評価 Check

●評価結果を踏まえ、
必要があると認める
ときは計画や事業の
改善・見直し等を実
施します。

●計画の進行管理組織
に実績を報告し、評
価を行います。
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住み慣れた地域で
安心していきいきと暮らせる

まちづくり

府中市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（第８期）
（令和３年度～令和５年度）

概 要 版

保険事業計画推進等協議会において評価結果を報告
し、次期計画へ反映していきます。

継続的な
改善

計画の推進・次期計画への反映
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　平成１２年４月に創設された介護保険制度は、高齢化
の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行、
世帯規模の縮小など、それまで要介護者を支えてきた家
族の状況に変化が見え始めた中、２１世紀の超高齢社会
における介護問題の解決を図るため、国民の共同連帯
の理念に基づき、要介護者等を社会全体で支援する仕
組みとして開始されました。介護保険制度は、その創設
から２０年が経ち、介護サービス利用者は制度創設時の
３倍を超え、介護サービスの提供事業所数も着実に増
加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発
展してきました。
　平成２７年度（第６期計画）からは、新しい介護予防・
日常生活支援総合事業（以下「総合事業」といいます。）
と包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業、生
活支援体制整備事業、認知症総合支援事業）の実施な
どが位置付けられ、平成３０年度（第７期計画）からは、
保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向
けた取組の推進などが位置付けられているところです。
　本市の高齢化率は約２２％となっており、超高齢社会
に突入しています。さらに、今後はますます高齢者人口
が増えることが見込まれるため、介護保険制度において
は、いわゆる団塊の世代全てが７５歳以上となる令和７
年を見据え、制度の持続可能性を確保する必要がありま
す。また、更にその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニ
ア世代が６５歳以上となる令和２２年においては、総人
口・現役世代人口が減少する中で、高齢者人口は増加す
ることとなり、結果として、高齢者が世帯主の単独世帯
や高齢者夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加が
見込まれます。介護サービス需要が更に増加・多様化す
ることが想定される一方で、現役世代の減少が顕著とな
り、地域の高齢者介護を支えるサービス基盤、人的基盤
の確保が重要となります。
　こうした状況を踏まえ、今回の「高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画（第８期）」は、介護保険事業に
係る保険給付の円滑な実施や高齢者保健福祉施策を推
進するために策定するものです。

計画策定の趣旨
　「高齢者保健福祉計画」は老人福祉法第２０条の８に
基づき、「介護保険事業計画」は介護保険法第１１７条に
基づき策定する計画です。両計画は一体のものとして作
成することが介護保険法第１１７条に規定されているこ
とから、本市では「高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画」として策定しています。
　また、計画の策定に当たっては、「第６次府中市総合
計画」及び「府中市福祉計画」といった上位計画及び本
市の保健・福祉の分野計画、それ以外の分野計画との
連携を図るとともに、国・東京都の計画との整合性を
図っています。

　本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３
か年です。

計画の位置付け

計画期間

　計画策定に当たっては、幅広く市民の意見やニーズを
把握し計画に反映するため、協議機関での協議検討に
加え、アンケート調査、地域ケア会議、パブリックコメン
ト手続等を実施しました。

策定体制

府中市総合計画

福祉計画

地域福祉計画・
福祉のまちづくり推進計画

高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

障害者計画、
障害福祉計画・
障害児福祉計画

子ども・子育て支援計画

保健計画（健康ふちゅう２１）

自殺総合対策計画

食育推進計画

地域福祉活動計画
（府中市社会福祉協議会の計画）

国
・
東
京
都
の
計
画

市
の
各
分
野
計
画
（
地
域
防
災
計
画
等
）

各分野

連携

連携整合性

整合性

保健・福祉の
分野別計画として
施策を推進

計画の策定に当たって1
　本計画では、高齢者の尊厳ある生涯を考える上で、
「心と体がいきいきとしていること」、「住み慣れた地域
で暮らしていること」、「安心して暮らしていること」が
達成されることが大切であると捉え、次の基本理念を
設定します。

　この基本理念の達成に向け、本計画における各種施
策を推進していくことは、「地域包括ケアシステム」が構
築されていくことを表します。
　また、地域包括ケアシステムの構築に当たっては、
「自助・互助・共助・公助」、「対話と協働」の視点を組
み合わせるとともに、地域共生社会への展開も図ってい
きます。

基本理念

　地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳ある自立し
た生活を実現することを目的として、介護が必要になっ
た場合においても、可能な限り住み慣れた地域でその有
する能力に応じた日常生活を営むことを可能としていく
ために、「医療、介護、介護予防、すまい、生活支援」が
包括的に確保される体制のことです。
　団塊の世代が７５歳以上となり介護ニーズの急増が
予測される令和７年までに構築することが求められて
います。

地域包括ケアシステムとは

　本市は東京のベッドタウンという地域特性があり、
４０～５０代の人口が多いことから、高齢化率は全国平
均や東京都平均に対して比較的低く推移しています
が、一方で、今後は、前期高齢者が急増することが見込
まれ、介護（予防）ニーズがますます高まることが予測
されます。
　このため、本計画では健康づくりや介護予防を重視し
つつ、地域包括支援センターを中核機関とすることで

本市の地域特性

　基本理念の実現に向け、本計画では１０の対応方針を
設定します。（１０～１４頁参照）

対応方針

計画の基本的な考え方2
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様々な地域資源と有機的に関わり合いながら、府中市
版地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。
（４～５頁参照）

高齢者がいきいきと暮らせる
地域づくりの推進

1

健康づくりと介護予防の
一体的な推進

2

住まいと生活支援の
一体的な推進

3

医療と介護の連携強化4

介護者への支援の充実5

安全・安心の確保に向けた
施策の充実

6

認知症施策の推進7

地域支援体制の充実8

介護保険事業の推進9

介護人材の確保と資質の向上10
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在宅系
訪問介護、訪問看護、
通所介護、短期入所生活介護　等

施設・居住系
特別養護老人ホーム、
認知症グループホーム　等

就労活動、自主グループ活動、生涯学習、
自治会・町会等の活動、シニアクラブ活動、
友人・知人への手助け　等

わがまち支えあい協議会の開催　等

見守り活動、話し相手、買い物支援、
地域ボランティア活動　等

安否確認、相談相手、地域サロンの開催、
外出の付き添い、介護者支援、
調理・掃除などの家事支援　等

介護

自宅等

すまい

生活支援・
社会参加

入院医療
急性期、回復期、慢性期、
認知症疾患医療センター

外来、在宅
かかりつけ医、診療所・病院、
歯科診療所、薬局

医療

総合事業
訪問型サービス、通所型サービス、
介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業
介護予防推進センターにおける取組、
ふちゅう元気アップ体操、地域交流体操、
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住み慣れた地域
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養成講座の実施

自治会・町会活動
による見守り
（熱中症グッズの配布等）

医療・介護の連携

地域関係者（自治会・町会、民生委員・児童委員、住民主体の団体、シニアクラブ、ＮＰＯ、
　　　　　　社会福祉協議会、シルバー人材センター、ボランティア、スーパー、コンビニ、
　　　　　　ドラッグストアー、ライフライン事業者、警備会社、新聞配達、警察、郵便局　等）

社会福祉士 主任ケア
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ケアマネ
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歯科医師

市役所

社会福祉協議会

集いの場・サロン

保健師
家族

本人

介護予防推進センター

ふちゅう体操イメージ
キャラクター「ひばピー」

民間企業による
高齢者の見守り

高齢者による
子どもの見守り

地域包括支援センター

高
齢
者
が
住
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で
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て
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と
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府中市版地域包括ケアシステム図

●総合相談、権利擁護
●認知症支援
●介護者支援
●地域ケア会議の開催　等

地域包括支援センターに
介護予防コーディネーターを配置。
介護予防の普及啓発や
社会資源の発掘を進めます。

医療、介護、介護予防、生活支援・
社会参加をつなげるパイプ役

みんなで
地域包括ケアシステムを
支えています！

社会福祉協議会の生活
支援コーディネーターが
地域の支え合いの仕組み
づくりを進めます。

介護予防推進センターが
専門的視点から
高齢者の健康づくりに
取り組みます。

生活支援の担い手
としての社会参加

地域住民の社会参加
自分のための活動

誰かのための活動

両方

生活支援サービス

1特長

2特長

3特長
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認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上の割合（第１号被保険者比）

人口割合

65歳以上
40～64歳
0～39歳
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令和
22年

（%）

25.0

20.0

30.0

（人）

年齢３区分別人口割合の推移

54,128 55,157 55,903 56,559 57,205 57,708 58,086 58,511 59,489 76,652

257,318 257,902 258,567 259,573 260,382 261,135 261,803 262,356 263,166 261,630 

21.0 21.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3
22.6

29.3

89,235 90,210 91,194 92,588 93,633 94,456 95,255 95,978 96,927 81,590

113,955 112,535 111,470 110,426 109,544 108,971 108,462 107,867 106,750 103,388

推計値

第7期計画 第8期計画

31.9 32.3 32.5 32.6 32.7 
高齢者の
いる世帯
比率（％）

世帯数
（世帯）

世帯数の推移

高齢者を含む世帯
その他の一般世帯

高齢者のみ世帯
高齢者単身世帯

125,000

30.0

35.0

100,000

25,000

50,000

75,000

0 平成
28年

平成
29年

平成
30年

平成
31年

令和
2年

 83,163  83,128  83,607  84,258  85,248

 122,044  122,768  123,853  125,089  126,607

 13,247  13,262  13,132  13,039  12,993

 10,223  10,433  10,629  10,761  10,888 

 15,411  15,945  16,485  17,031  17,478

6 7

　高齢者人口は今後も増加
が 続 き、本 計 画 期 間 は
58,000人程度で推移し、令
和7年には約59,500人（高齢
化率:22.6%）、令和22年に
は、約76,700人（高齢化率:
29.3%）になる見込みです。

　本市の第1号被保険者のう
ち、何らかの認知症状が見られ
る（認知症高齢者の日常生活自
立度Ⅱa以上）割合を年齢区分
別で見ると、年齢が高くなるほ
ど割合が高くなります。高齢者
人口の増加に伴い、認知症高齢
者の人数も増加することが見込
まれます。

　高齢者人口の増加に伴い要
介護（要支援）認定者数も増加
し、令和５年には１２，５３３人と
なり、令和２年よりも１，１６６人
増加する見込みです。

　高齢者単身世帯は17,478
世帯、高齢者のみ世帯は
10,888世帯となっており、一
般世帯のうち高齢者を含む世
帯は41,359世帯（32.7%）で
す。
　今後、一般世帯に占める高
齢者単独世帯や、高齢者のみ
世帯である、いわゆる「老老
介護」の割合が増加すること
が予測されます。

人口の推移

世帯数の推移

認知症高齢者
の状況

要介護（要支援）
認定者数の推移

高齢者を取り巻く状況3
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※各年４月１日現在

※令和２年４月１日現在

※各年４月１日現在

※要介護（要支援）認定率は、第１号被保険者に対する65歳以上の認定者数の割合
※各年９月末現在
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　基本理念を実現するために、次の体系のとおり９１の事業を推進します。

計画の体系4
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●地域貢献活動・地域参加の促進　●シニアクラブへの支援　●高齢者の居場所づくり（新規）
●高齢者の外出手段の確保●関係機関との連携による就業機会の拡大①高齢者の社会参加の促進

③健康づくりの推進

⑦高齢者の住まいの安定的な確保

⑧在宅支援サービスの充実と
 生活支援体制の整備

④介護予防の推進

②高齢者の生きがいづくりへの支援

⑨医療と介護の連携の推進

⑪介護者の交流機会の充実

⑬相談支援体制の強化

⑯感染症対策の推進

⑳認知症バリアフリーの推進・社会参加
 支援

⑰普及啓発・本人発信支援

⑱予防に向けた取組

㉒住民主体の地域支え合い活動の推進

㉓保険者機能の強化
㉔介護基盤の整備
㉕低所得者への配慮
㉖情報の提供体制・介護保険サービス
 相談体制の充実 

㉗介護人材の確保

㉘介護人材の資質の向上

⑭高齢者の権利擁護体制の強化

⑮災害、消費者被害への対策の充実

⑫介護者への情報提供とサービスの推進

⑩在宅療養環境の整備・充実 

⑤健康づくりと介護予防に取り組む
 地域への支援と担い手の育成
⑥高齢者の保健事業と一般介護予防
 事業等との一体的な実施

⑲医療・ケア・介護サービス・介護者へ
 の支援

㉑地域包括ケアシステムの構築を進める
 地域づくりと地域ケア会議の推進 

●スポーツ健康増進活動の機会の充実　●自主的な健康づくりへの支援　
●介護予防サポーターの人材育成と活用　●地域の自主グループへの支援・育成
●フレイル予防の推進（新規）　●一体的な実施に向けた体制の整備（新規）　
●地域リハビリテーション活動の推進（新規）

●高齢者虐待対応と養護者支援　●養護老人ホームへの入所措置　●権利擁護事業の充実　
●市民後見人の発掘・育成　●老い支度事業
●避難行動要支援者支援体制の整備　●福祉サービス事業者等との災害時の連携　
●介護サービス事業者への事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進　●消費者被害の防止

●高齢者住宅の運営　●公営住宅の高齢者入居枠の確保　●高齢者住替支援事業　
●高齢者自立支援住宅改修給付　●高齢者の住まい等のあり方の検討

●健康相談　●健康教育　●健康応援事業　●食育推進事業　●歯科医療連携推進事業　
●特定健康診査・特定保健指導●後期高齢者医療健康診査
●介護予防事業のＰＲ　●介護予防推進センターにおける介護予防事業やセンター機能の強化　
●地域デイサービス事業（ほっとサロン）　●総合事業における訪問型サービスと通所型サービス　
●介護予防・生活支援サービス事業の推進　●介護予防推進事業　●介護予防コーディネート事業

●自立支援ショートステイ　●おむつ支給・訪問理髪・寝具乾燥・高齢者車いす福祉タクシー　
●生活支援ヘルパー派遣・日常生活用具の貸与等　●高齢者救急通報システム事業　
●生活支援体制整備事業の推進

●生涯学習の機会の充実 ●高齢者等保養事業の推進●敬老事業の充実

●市民への普及啓発　●かかりつけ医等の普及　●在宅療養相談窓口の充実　
●在宅療養を２４時間支える体制づくり（新規）　●バックベッドの整備

●医療・介護・福祉関係機関の連携構築　●在宅療養に関わる専門職の相互理解

●家族介護者教室　●家族介護者の交流支援
●ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進　●緊急時のショートステイの確保

●地域での多様な相談体制の整備　●担当地区ケア会議の開催

●高齢者への感染症対策の普及啓発（新規）　●介護サービス事業者の感染症対策の推進（新規）

●認知症サポーター「ささえ隊」養成講座の実施　●認知症ケアの普及啓発

●認知症の早期診断・早期対応の推進　●多職種連携によるネットワークの構築　
●認知症カフェ・認知症緊急ショートステイ

●認知症見守り等支援事業　●早期発見・保護に向けた捜索体制の構築（新規）

●地域包括支援センター機能の充実　●地域ケア会議の開催

●介護予防推進センターにおける認知症予防教室の実施
●認知症予防の意識向上のための普及啓発（新規）

●高齢者見守りネットワークの推進　●地域による熱中症予防のための見守り活動の推進　
●地域支え合いのための情報提供・人材育成及び居場所づくりの支援

●働く環境の改善　●多様な人材の確保
●介護サービス事業者等との連携とその支援
●ケアマネジャーの資質の向上に向けた研修会等の実施　
●介護サービス事業者の適切な業務運営に資するための研修会の実施

●多様な媒体を使った分かりやすい情報の提供　●福祉サービス第三者評価制度の普及・促進　　
●介護保険サービス相談体制の充実

●介護給付の適正化
●地域密着型サービスの基盤整備　●施設サービスの基盤整備　●居住系サービスの基盤整備
●介護保険サービス利用料等の軽減　●介護保険料の減免介護保険事業の推進（9）

介護人材の確保と資質の向上（１0）

基本理念 基本目標 施策 事業取組の方針

高齢者がいきいきと暮らせる
地域づくりの推進心と体がいきいきと

している
住み慣れた地域で
安心していきいきと
暮らせるまちづくり

1

住み慣れた地域で
暮らしている

2

安心して暮らしている
3

必要な介護保険
サービスを適切に
利用できている

4

（１）

健康づくりと介護予防の一体的な推進（２）

住まいと生活支援の一体的な推進（３）

認知症施策の推進（7）

地域支援体制の充実（8）

介護者への支援の充実（５）

安全・安心の確保に向けた施策の充実（６）

医療と介護の連携強化（４）
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　基本理念を実現するために、次の体系のとおり９１の事業を推進します。

計画の体系4
府
中
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
８
期
）

府
中
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
８
期
）

●地域貢献活動・地域参加の促進　●シニアクラブへの支援　●高齢者の居場所づくり（新規）
●高齢者の外出手段の確保●関係機関との連携による就業機会の拡大①高齢者の社会参加の促進

③健康づくりの推進

⑦高齢者の住まいの安定的な確保

⑧在宅支援サービスの充実と
 生活支援体制の整備

④介護予防の推進

②高齢者の生きがいづくりへの支援

⑨医療と介護の連携の推進

⑪介護者の交流機会の充実

⑬相談支援体制の強化

⑯感染症対策の推進

⑳認知症バリアフリーの推進・社会参加
 支援

⑰普及啓発・本人発信支援

⑱予防に向けた取組

㉒住民主体の地域支え合い活動の推進

㉓保険者機能の強化
㉔介護基盤の整備
㉕低所得者への配慮
㉖情報の提供体制・介護保険サービス
 相談体制の充実 

㉗介護人材の確保

㉘介護人材の資質の向上

⑭高齢者の権利擁護体制の強化

⑮災害、消費者被害への対策の充実

⑫介護者への情報提供とサービスの推進

⑩在宅療養環境の整備・充実 

⑤健康づくりと介護予防に取り組む
 地域への支援と担い手の育成
⑥高齢者の保健事業と一般介護予防
 事業等との一体的な実施

⑲医療・ケア・介護サービス・介護者へ
 の支援

㉑地域包括ケアシステムの構築を進める
 地域づくりと地域ケア会議の推進 

●スポーツ健康増進活動の機会の充実　●自主的な健康づくりへの支援　
●介護予防サポーターの人材育成と活用　●地域の自主グループへの支援・育成
●フレイル予防の推進（新規）　●一体的な実施に向けた体制の整備（新規）　
●地域リハビリテーション活動の推進（新規）

●高齢者虐待対応と養護者支援　●養護老人ホームへの入所措置　●権利擁護事業の充実　
●市民後見人の発掘・育成　●老い支度事業
●避難行動要支援者支援体制の整備　●福祉サービス事業者等との災害時の連携　
●介護サービス事業者への事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進　●消費者被害の防止

●高齢者住宅の運営　●公営住宅の高齢者入居枠の確保　●高齢者住替支援事業　
●高齢者自立支援住宅改修給付　●高齢者の住まい等のあり方の検討

●健康相談　●健康教育　●健康応援事業　●食育推進事業　●歯科医療連携推進事業　
●特定健康診査・特定保健指導●後期高齢者医療健康診査
●介護予防事業のＰＲ　●介護予防推進センターにおける介護予防事業やセンター機能の強化　
●地域デイサービス事業（ほっとサロン）　●総合事業における訪問型サービスと通所型サービス　
●介護予防・生活支援サービス事業の推進　●介護予防推進事業　●介護予防コーディネート事業

●自立支援ショートステイ　●おむつ支給・訪問理髪・寝具乾燥・高齢者車いす福祉タクシー　
●生活支援ヘルパー派遣・日常生活用具の貸与等　●高齢者救急通報システム事業　
●生活支援体制整備事業の推進

●生涯学習の機会の充実 ●高齢者等保養事業の推進●敬老事業の充実

●市民への普及啓発　●かかりつけ医等の普及　●在宅療養相談窓口の充実　
●在宅療養を２４時間支える体制づくり（新規）　●バックベッドの整備

●医療・介護・福祉関係機関の連携構築　●在宅療養に関わる専門職の相互理解

●家族介護者教室　●家族介護者の交流支援
●ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進　●緊急時のショートステイの確保

●地域での多様な相談体制の整備　●担当地区ケア会議の開催

●高齢者への感染症対策の普及啓発（新規）　●介護サービス事業者の感染症対策の推進（新規）

●認知症サポーター「ささえ隊」養成講座の実施　●認知症ケアの普及啓発

●認知症の早期診断・早期対応の推進　●多職種連携によるネットワークの構築　
●認知症カフェ・認知症緊急ショートステイ

●認知症見守り等支援事業　●早期発見・保護に向けた捜索体制の構築（新規）

●地域包括支援センター機能の充実　●地域ケア会議の開催

●介護予防推進センターにおける認知症予防教室の実施
●認知症予防の意識向上のための普及啓発（新規）

●高齢者見守りネットワークの推進　●地域による熱中症予防のための見守り活動の推進　
●地域支え合いのための情報提供・人材育成及び居場所づくりの支援

●働く環境の改善　●多様な人材の確保
●介護サービス事業者等との連携とその支援
●ケアマネジャーの資質の向上に向けた研修会等の実施　
●介護サービス事業者の適切な業務運営に資するための研修会の実施

●多様な媒体を使った分かりやすい情報の提供　●福祉サービス第三者評価制度の普及・促進　　
●介護保険サービス相談体制の充実

●介護給付の適正化
●地域密着型サービスの基盤整備　●施設サービスの基盤整備　●居住系サービスの基盤整備
●介護保険サービス利用料等の軽減　●介護保険料の減免介護保険事業の推進（9）

介護人材の確保と資質の向上（１0）

基本理念 基本目標 施策 事業取組の方針

高齢者がいきいきと暮らせる
地域づくりの推進心と体がいきいきと

している
住み慣れた地域で
安心していきいきと
暮らせるまちづくり

1

住み慣れた地域で
暮らしている

2

安心して暮らしている
3

必要な介護保険
サービスを適切に
利用できている

4

（１）

健康づくりと介護予防の一体的な推進（２）

住まいと生活支援の一体的な推進（３）

認知症施策の推進（7）

地域支援体制の充実（8）

介護者への支援の充実（５）

安全・安心の確保に向けた施策の充実（６）

医療と介護の連携強化（４）



介護予防コーディネーターの皆さん

介護予防教室の活動風景

・病診連携
・集中リハビリ
・早期回復
・包括ケア病床

・生活支援
・介護予防
・訪問診療
・訪問看護

介護から医療へ
の情報提供

医療から介護へ
の円滑な移行

医療と介護の連携イメージ

地域包括
支援センター

介護医療

居住支援協議会の役割

（住宅・福祉部局）
都道府県
市区町村

地方公共団体

宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

不動産関係団体
NPO

社会福祉法人等
居住支援法人

居住支援団体

居住支援協議会

住宅確保要配慮者に必要な支援を協議・実施

連携

連携連携
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　地域の中で高齢者が役割を持ち、これまで培った知
識や技術をいかせる場をつくることは、人生１００年時
代とも言われる中、本市の地域づくりにも大きな力とな
ります。
　そこで、地域貢献活動や居場所づくり、就業機会の拡
大を通して高齢者の社会参加の促進を図るとともに、高
齢者の生涯学習等を通した生きがいづくりを進めます。
　また、住民主体による地域支え合い活動を活性化して
いくため、身近な地域における情報提供を行うととも
に、多様な人材の発掘・育成を行っていきます。

高齢者がいきいきと暮らせる
地域づくりの推進

　充実した人生を送るには、心身ともに健康な期間であ
る「健康寿命」を延伸することが大切です。そのために
は、日頃から「自分の健康は自分で守り、つくる」という
生涯を通じた市民一人一人の健康づくりの意識と実践が
不可欠です。
　そこで、全ての高齢者が心身や生活の状況に応じて健
康づくりに自ら取り組む環境を整備するとともに、地域
における自主的な活動や取組の継続を支援します。

健康づくりと介護予防の
一体的な推進

基本理念の実現に向けた１０の対応方針5
府
中
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
８
期
）

府
中
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
８
期
）

1 2
　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、引
き続き、公営住宅での住まいの提供、救急通報システム
の設置や住宅改修給付を推進します。
　また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅
など、多様になっている民間の高齢者の住まいについて
の情報提供や、住み続けるための各種サービスとも連携
した生活支援体制の充実を図るとともに、高齢者見守り
ネットワークなどとも連携し、高齢者の在宅での生活を
支援します。このとき、地域で必要なインフォーマルサ
ポートの構築についても、生活支援体制の整備と関連
付けて進めていきます。
　さらに、居住支援協議会等の場を活用しながら、生活
に困難等を抱えた高齢者等に対する住まいの確保と生
活の一体的な支援の取組を推進します。

住まいと生活支援の
一体的な推進

　医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で安
全・安心に、在宅療養生活を送ることができるように、
これまでの取組を踏まえ、在宅療養相談窓口や、保健・
医療・福祉関係機関のネットワークを充実させ、入退院
時、在宅療養、看取り、感染症・災害時などでの多職種
連携を一層進めます。また、一般診療所の訪問診療や往
診に関する体制、後方支援病床の確保なども併せて、総
合的な在宅療養環境の整備を進めます。
　高齢者を始めとする市民に対しては、在宅療養や看取
りに関する普及活動や、本市が作成した未来ノートの活
用促進、もしものときのために、高齢者自身が望む医療
やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有
する取組（ＡＣＰ＝アドバンス・ケア・プランニング）など
を推進していきます。

医療と介護の連携強化3 4

●シニアクラブへの支援
●高齢者の居場所づくり
●関係機関との連携による就業機会の拡大

●高齢者の社会参加率５０％を目指します。

主な事業

達成目標

●介護予防・生活支援サービス事業の推進
●介護予防推進事業
●地域リハビリテーション活動の推進

●軽度認定者が重度化する割合３２％目指します。

主な事業

達成目標

●高齢者住替支援事業
●高齢者の住まい等のあり方の検討
●生活支援体制整備事業の推進

●高齢者が、介護が必要となったときに在宅を希望
　する割合５８％を目指します。

主な事業

達成目標

●医療・介護・福祉関係機関の連携構築
●在宅療養に関わる専門職の相互理解

主な事業

達成目標
●医療従事者及び介護サービス事業者が「医療と
介護が連携している」と感じる割合７０％を目指
します。

「府中市版フレイル予防基本ガイド」より



介護予防コーディネーターの皆さん

介護予防教室の活動風景
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在宅の要介護者等との続柄別に
見た主な介護者の構成割合

配偶者
39.5%

家族（１親等）
87.9%

子
48.4%

子の配偶者
7.7%

孫 0.8%
兄弟・姉妹 1.9% その他 1.8%

権利擁護総合相談

介護予防

ケアマネジメント

高齢者のみなさんの
権利を守ります。

介護に関する悩みなど
さまざまな相談に
応じます。

暮らしやすい
地域づくりに
取り組みます。

介護予防を
進めます。

地域包括支援センターの主な機能

地域包括
支援センター

個別の困難ケースに対し、関係者同士で現状把
握と今後の対応方針（目的）を検討する場です。

 本人、本人の家族、地域包括支援セ
ンター、ケアマネジャー、市、権利擁護センター、　
訪問看護、医療関係者など

担当地区ケア会議とは？

主な参加者
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　高齢化と家族の変化により、家族介護を取り巻く問題
も多様化しています。働き盛りの介護者の介護離職、老
老介護、介護者が子育て中のダブルケア、息子による介
護、遠距離介護など、家族介護の問題は、ひとくくりにで
きない多様な課題を抱えています。
　そこで、従来の家族介護者教室を、地域包括支援セン
ター等とも連携しながら充実させるとともに、地域の介
護者の会の後方支援や、新たに身近な地域で気軽に話
し合える認知症カフェなどの場づくり、同じ境遇の人同
士が交流できる仲間づくりを行います。

介護者への支援の充実

　高齢者や障害者、生活困窮者、避難行動要支援者、虐
待を受けていたり、権利擁護が必要であったりと様々な
課題を抱えている人、制度の狭間にあって必要な支援が
受けられない人など、市民の様々な生活や福祉の課題
に応じた支援が必要とされています。
　また、災害や消費者被害など高齢者を取り巻くリスク
においても、それらのリスクを防ぐための支援体制や情
報提供をあらかじめ行い、関係者や関係機関とも連携
しながら支援体制を構築し、市民一人一人やその家族
が、必要としている支援を適切に受けることができるこ
とで住み慣れた地域で安心して暮らせることを支援しま
す。また、福祉サービス事業者のＢＣＰ策定支援を通し
て総合的な事業者支援を講じます。
　さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、
高齢者への健康の影響を勘案した健康や衛生面での予
防対策と併せて、高齢者が地域の中で孤立しないような
支援や、情報にアクセスできる支援、機器の利用支援な
ども積極的に行います。

安全・安心の確保に向けた
施策の充実
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5 6
　認知症は誰もがなり得るものであり、家族や身近な人
が認知症になるなどを含め、多くの人にとって身近なも
のとなっています。本市ではこれまでも認知症サポー
ター「ささえ隊」の養成を始め、認知症地域支援推進員
の配置など様々な認知症支援の地域づくりを進めてお
り、もの忘れ相談医や、ケアマネジャーとかかりつけ医の
連携、初期集中支援チームなど認知症医療との連携、権
利擁護事業を推進してきました。
　本計画では改めて、認知症施策推進大綱に基づき、認
知症の人や家族の視点に立ち、認知症の人が家族と共
に地域で暮らすための「共生」と、認知症の発症を遅ら
せ認知症になっても穏やかに暮らせるような視点からの
「予防」のための施策を推進し、認知症になっても安心
できる認知症バリアフリー社会の実現に向けて取り組
みます。
　なお、権利擁護については、成年後見制度利用促進
法に基づき、地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画
とも連携し、支援をしていきます。

認知症施策の推進

　市内１１の地域包括支援センターを中心に、またその
ネットワークを強化しながら、本市の地域包括ケアシス
テムの深化・推進を図ります。地域ケア会議については
個別ケースの問題を検討する地域ケア個別会議とテーマ
別の問題を検討する地域ケア推進会議を推進します。
　地域支援体制の充実に当たっては、地域包括支援セ
ンターの主任ケアマネジャーと認知症地域支援推進員、
在宅療養担当者等の調整役と、社会福祉協議会（わが
まち支えあい協議会）の生活支援コーディネーター・地
域福祉コーディネーター、介護予防推進センターの介護
予防コーディネーター、民生委員・児童委員などが連携
し、有機的な地域支援体制を構築します。また、高齢者
見守りネットワークについても、地域包括支援センター
の活動とも連携しながら拡充していきます。
　なお、地域包括支援センターの職員については、その
業務が適切に実施されるよう地域包括支援センター運
営協議会による評価等に基づき、保健師、社会福祉士、
主任ケアマネジャーのほか、三職種以外の専門職や事
務職の配置も含め、必要な体制について検討していき
ます。

地域支援体制の充実7 8

●家族介護者教室
●家族介護者の交流支援
●緊急時のショートステイの確保

主な事業

達成目標

●地域での多様な相談体制の整備
●担当地区ケア会議の開催

●担当地区ケア会議を目的どおり検討できた割合
　９０％を目指します。

主な事業

達成目標

主な事業

達成目標

●地域包括支援センター機能の充実
●高齢者見守りネットワークの推進

主な事業

達成目標
●４０歳以上の市民が「地域包括支援センターを全

く知らない」割合４９％を目指します。●認知症の症状がある又は家族に認知症の症状が
ある高齢者の主観的幸福度として、１０点満点中
７点を目指します。

●認知症サポーター「ささえ隊」養成講座の実施
●介護予防推進センターにおける認知症予防教室

の実施
●認知症の早期診断・早期対応の推進
●認知症カフェ・認知症緊急ショートステイ

●在宅介護と就労をしている方が「就労継続が難
しい」と感じる割合９．９％を目指します。

「Ｒ１要支援・要介護認定者調査」より

認知症に関する詳細な情報をまとめた冊子は
各文化センター等で配布しています。
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地域支援体制の充実7 8
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「Ｒ１要支援・要介護認定者調査」より

認知症に関する詳細な情報をまとめた冊子は
各文化センター等で配布しています。
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　本市では、持続可能な介護保険制度の運営のために、
高齢者の状況や介護サービスなどの現状把握、それら
を踏まえた課題分析（地域マネジメント）に努め、介護
予防事業などの自立支援・重度化防止の取組や、給付適
正化事業などの保険者機能の強化、必要なサービスを
提供するためのサービス基盤の整備などに取り組んで
きました。
　本計画においてもそれらの取組を継続し、高齢者の自
立支援と重度化防止の取組を進めるとともに、介護サー
ビスを必要とする人に必要なサービスが適切に提供さ
れるように、保険者機能の強化を進めつつ、サービス基
盤の整備を図ることで、介護保険制度の円滑な運営を
進めます。
　また、引き続き保険料の減免などの低所得者支援策
や、被保険者やその家族への介護保険制度に関する情報
提供、国民健康保険団体連合会などとも連携した相談体
制の充実と、福祉サービス第三者評価システムやサービ
ス情報公表システムによる情報提供を推進します。

介護保険事業の推進

　多様化する高齢者の介護・福祉ニーズに対応できる介
護人材の育成と定着支援のため、新たな人材確保につ
なげる取組や、介護人材の育成のための専門研修、介護
人材の定着化を図るための事業を行います。事業者に
は、いきいきと働ける魅力ある職場を確立するため、新
入職員からリーダー職員まで、段階に応じたキャリアパ
ス研修や知識、技術等の専門性向上研修の充実、職場
訪問などの事業を行うほか、介護ロボットなどの新たな
取組の情報を提供します。さらに、人材の定着や福祉に
関する資格取得を支援し、相談などを通して、安心して
働き続けられるよう事業所への支援を充実させます。
　また、業務効率化の観点から、介護分野の文書に係る
負担軽減のため、国が示す方針に基づく個々の申請様
式・添付書類や手続に関する簡素化、様式例の活用によ
る標準化及びＩＣＴ等の活用を進めるとともに、業務の
効率化・やりがいのある職場づくりへの取組を行った事
業所の事例を市内の事業所に周知し、介護現場の革新
の取組の横展開を図ります。このとき、国、東京都、他の
市町村や関係団体と、それぞれの役割を意識しながら連
携することが重要です。
　さらに、多様な地域人材の確保を行うため、市民活動
支援センターとも連携し、若い世代や中高年、子育てを
終えた方、高齢者への働き掛けも行うとともに、ボラン
ティアポイントの活用なども視野に入れます。
　そして、市民が介護に対して抱くイメージを変えてい
くため、施設訪問などの広報活動や介護の仕事の魅力
発信、働きやすい職場や外国人の受入れ環境整備など
に取り組むことが重要です。

介護人材の確保と
資質の向上
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高
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者
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健
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祉
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●介護給付の適正化
●介護保険サービス相談体制の充実

主な事業

達成目標

●働く環境の改善
●介護サービス事業者の適切な業務運営に資する
　ための研修会の実施

主な事業

達成目標

●居宅サービス利用者が「介護サービスに満足・や
や満足している」割合６８％を目指します。

●介護サービス事業者が「介護職員が大いに不足
している・不足している」と感じる割合４６％を目
指します。

日常生活圏域の設定

　前計画までは、府中市福祉計画において設定している
６つの福祉エリアを日常生活圏域として設定してきまし
たが、今後、福祉エリアが１１に再整理されることに伴
い、本計画においても日常生活圏域を、次のとおり１１
圏域に再整理することとします。

　中央福祉エリア
　白糸台福祉エリア
西府福祉エリア
武蔵台福祉エリア
新町福祉エリア
住吉福祉エリア
是政福祉エリア
紅葉丘福祉エリア
押立福祉エリア
四谷福祉エリア
　片町福祉エリア

天神町（１・２丁目）、幸町（１・２丁目・３丁目の一部）、府中町、緑町、宮町、八幡町、日吉町、
宮西町（１丁目）、寿町（１・２丁目・３丁目の一部）、晴見町（１・２丁目）
白糸台、車返団地の一部、小柳町（１・３丁目）、若松町（１・２丁目）、清水が丘（３丁目）
東芝町、本宿町、日新町（１～４丁目、５丁目の一部）、西府町、美好町（３丁目の一部）
武蔵台、北山町、西原町
浅間町、天神町（３・４丁目）、新町、晴見町（３・４丁目）、栄町、幸町（3丁目の一部）
南町、分梅町（２～５丁目）、住吉町
小柳町（２・４～６丁目）、清水が丘（１・２丁目）、是政
多磨町、朝日町、紅葉丘、若松町（３～５丁目）
押立町、車返団地の一部
四谷、日新町（5丁目の一部）
矢崎町、本町、片町、宮西町（２～５丁目）、寿町（３丁目の一部）、
分梅町（１丁目）、日鋼町、美好町（１・２丁目・３丁目の一部）

日常生活圏域名 町名
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

日常生活圏域
下の一覧において「一部」と表記している
地域を図示したものです。

6

介護サービスの満足度



「Ｒ１要支援・要介護認定者調査」より
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立支援と重度化防止の取組を進めるとともに、介護サー
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進めます。
　また、引き続き保険料の減免などの低所得者支援策
や、被保険者やその家族への介護保険制度に関する情報
提供、国民健康保険団体連合会などとも連携した相談体
制の充実と、福祉サービス第三者評価システムやサービ
ス情報公表システムによる情報提供を推進します。

介護保険事業の推進

　多様化する高齢者の介護・福祉ニーズに対応できる介
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なげる取組や、介護人材の育成のための専門研修、介護
人材の定着化を図るための事業を行います。事業者に
は、いきいきと働ける魅力ある職場を確立するため、新
入職員からリーダー職員まで、段階に応じたキャリアパ
ス研修や知識、技術等の専門性向上研修の充実、職場
訪問などの事業を行うほか、介護ロボットなどの新たな
取組の情報を提供します。さらに、人材の定着や福祉に
関する資格取得を支援し、相談などを通して、安心して
働き続けられるよう事業所への支援を充実させます。
　また、業務効率化の観点から、介護分野の文書に係る
負担軽減のため、国が示す方針に基づく個々の申請様
式・添付書類や手続に関する簡素化、様式例の活用によ
る標準化及びＩＣＴ等の活用を進めるとともに、業務の
効率化・やりがいのある職場づくりへの取組を行った事
業所の事例を市内の事業所に周知し、介護現場の革新
の取組の横展開を図ります。このとき、国、東京都、他の
市町村や関係団体と、それぞれの役割を意識しながら連
携することが重要です。
　さらに、多様な地域人材の確保を行うため、市民活動
支援センターとも連携し、若い世代や中高年、子育てを
終えた方、高齢者への働き掛けも行うとともに、ボラン
ティアポイントの活用なども視野に入れます。
　そして、市民が介護に対して抱くイメージを変えてい
くため、施設訪問などの広報活動や介護の仕事の魅力
発信、働きやすい職場や外国人の受入れ環境整備など
に取り組むことが重要です。
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●介護サービス事業者の適切な業務運営に資する
　ための研修会の実施
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●居宅サービス利用者が「介護サービスに満足・や
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指します。
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　前計画までは、府中市福祉計画において設定している
６つの福祉エリアを日常生活圏域として設定してきまし
たが、今後、福祉エリアが１１に再整理されることに伴
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介護サービスの満足度



施設等給付費居宅給付費

地域支援事業
（包括的支援事業・任意事業）地域支援事業（総合事業）

国負担分
20.0%

第１号
保険料
23.0%

第2号
保険料
27.0%

公費
50.0%

保険料
50.0%

都負担分
17.5%

市負担分
12.5%

国負担分
25.0%

第１号
保険料
23.0%

第2号
保険料
27.0%

公費
50.0%

保険料
50.0%

都負担分
12.5%

市負担分
12.5%

国負担分
38.5%

第１号
保険料
23.0%

市負担分
19.25%

公費
77.0%

保険料
23.0%

都負担分
19.25%

国負担分
25.0%

第１号
保険料
23.0%

第2号
保険料
27.0%

公費
50.0%

保険料
50.0%

都負担分
12.5%

市負担分
12.5%

16 17

　介護サービス利用
者数の推計、介護離職
ゼロの実現、有料老人
ホームやサービス付き
高齢者向け住宅等の
設置状況等を踏まえ、
高齢者の介護基盤の
整備を進めます。

介護基盤の整備

　標準給付費、地域支援事業を合わせた令和３年度か
ら令和５年度までの３年間の介護給付費等の合計は、
約574億円になる見込みです。

３年間の給付費の見込み

　介護保険事業は、介護保険特別会計で運営され、財
源は保険料５０％と、公費５０％で賄われています。負担
割合は第１号被保険者（６５歳以上）と第２号被保険者
（４０歳以上６５歳未満）の全国の人口割合により決定
され、本計画では第１号被保険者が２３％、第２号被保
険者が２７％となります。

費用負担の構成
　第１号被保険者の介護保険料は、計画期間中のサー
ビス見込量に応じたものとなり、見込量が多ければ保険
料が上がり、少なければ下がることとなります。そこで、
要介護（要支援）認定者数の増加に伴う給付費の増加、
サービスの必要性、施設整備計画等からサービス見込
量を推計し、介護保険料を設定します。

本市の保険料設定の考え方

介護保険事業の財政見通し7 第１号被保険者の介護保険料の設定について8
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介護給付費の財源構成（第８期）

事業所（か所）
定員（人）
事業所（か所）
定員（人）
事業所（か所）
定員（人）

事業所（か所）
定員（人）

事業所（か所）
定員（人）

12
216

5
135

1
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15
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12
216

5
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1
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9
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216

5
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19
1,159

13
234
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164

2
58
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介護基盤の整備見込み
サービス種別

①地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

第７期 第８期
令和２年度

単位：各項目の（　）内

令和３年度 令和４年度 令和５年度

②施設サービス
介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

③居住系サービス
特定施設入居者生活介護
（介護付有料老人ホーム等）

※市全体の事業所数及び定員数

54,013,463 

50,696,302 

1,009,738 

1,921,992 

328,515 

56,916 

3,377,757 

2,172,740 

984,445 

220,572 

57,391,220 

17,326,114 

16,304,803 

342,841 

572,719 

87,585 

18,166 

1,107,775 

709,576 

325,265 

72,934 

18,433,889 

17,981,395 

16,892,187 

325,506 

636,908 

107,822 

18,972 

1,125,841 

723,696 

328,326 

73,819 

19,107,236 

18,705,954 

17,499,312 

341,391 

712,365 

133,108 

19,778 

1,144,141 

739,468 

330,854 

73,819 

19,850,095 

19,636,715 

18,377,702 

356,928 

743,353 

138,086 

20,646 

1,199,411 

789,489 

336,103 

73,819 

20,836,126 

23,547,039 

22,059,104 

421,974 

878,814 

162,781 

24,366 

1,392,436 

888,860 

429,757 

73,819 

24,939,475 

第8期計画期間における介護給付費等の総額の見込額
区分

標準給付費見込額　小計①

総給付費 

特定入所者介護サービス費等給付額 

高額介護サービス費等給付額 

高額医療合算介護サービス費等給付額 

算定対象審査支払手数料 

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業（社会保障充実分）

包括的支援事業（地域包括支援センターの
運営）及び任意事業費

合計（①＋②）

中長期見込み第８期
合計

単位：千円（※令和７、２２年度は参考値）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和２２年度

地域支援事業費　小計②



施設等給付費居宅給付費

地域支援事業
（包括的支援事業・任意事業）地域支援事業（総合事業）

国負担分
20.0%

第１号
保険料
23.0%

第2号
保険料
27.0%

公費
50.0%

保険料
50.0%

都負担分
17.5%

市負担分
12.5%

国負担分
25.0%

第１号
保険料
23.0%

第2号
保険料
27.0%

公費
50.0%

保険料
50.0%

都負担分
12.5%

市負担分
12.5%

国負担分
38.5%

第１号
保険料
23.0%

市負担分
19.25%

公費
77.0%

保険料
23.0%

都負担分
19.25%

国負担分
25.0%

第１号
保険料
23.0%

第2号
保険料
27.0%

公費
50.0%

保険料
50.0%

都負担分
12.5%

市負担分
12.5%
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　介護サービス利用
者数の推計、介護離職
ゼロの実現、有料老人
ホームやサービス付き
高齢者向け住宅等の
設置状況等を踏まえ、
高齢者の介護基盤の
整備を進めます。

介護基盤の整備

　標準給付費、地域支援事業を合わせた令和３年度か
ら令和５年度までの３年間の介護給付費等の合計は、
約574億円になる見込みです。

３年間の給付費の見込み

　介護保険事業は、介護保険特別会計で運営され、財
源は保険料５０％と、公費５０％で賄われています。負担
割合は第１号被保険者（６５歳以上）と第２号被保険者
（４０歳以上６５歳未満）の全国の人口割合により決定
され、本計画では第１号被保険者が２３％、第２号被保
険者が２７％となります。

費用負担の構成
　第１号被保険者の介護保険料は、計画期間中のサー
ビス見込量に応じたものとなり、見込量が多ければ保険
料が上がり、少なければ下がることとなります。そこで、
要介護（要支援）認定者数の増加に伴う給付費の増加、
サービスの必要性、施設整備計画等からサービス見込
量を推計し、介護保険料を設定します。

本市の保険料設定の考え方

介護保険事業の財政見通し7 第１号被保険者の介護保険料の設定について8
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介護給付費の財源構成（第８期）

事業所（か所）
定員（人）
事業所（か所）
定員（人）
事業所（か所）
定員（人）

事業所（か所）
定員（人）

事業所（か所）
定員（人）

12
216

5
135

1
29

9
691

15
909

12
216

5
135

1
29

9
691

15
909

12
216

5
135

1
29

10
799

19
1,159

13
234

6
164

2
58

11
895

19
1,159

介護基盤の整備見込み
サービス種別

①地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

第７期 第８期
令和２年度

単位：各項目の（　）内

令和３年度 令和４年度 令和５年度

②施設サービス
介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

③居住系サービス
特定施設入居者生活介護
（介護付有料老人ホーム等）

※市全体の事業所数及び定員数

54,013,463 

50,696,302 

1,009,738 

1,921,992 

328,515 

56,916 

3,377,757 

2,172,740 

984,445 

220,572 

57,391,220 

17,326,114 

16,304,803 

342,841 

572,719 

87,585 

18,166 

1,107,775 

709,576 

325,265 

72,934 

18,433,889 

17,981,395 

16,892,187 

325,506 

636,908 

107,822 

18,972 

1,125,841 

723,696 

328,326 

73,819 

19,107,236 

18,705,954 

17,499,312 

341,391 

712,365 

133,108 

19,778 

1,144,141 

739,468 

330,854 

73,819 

19,850,095 

19,636,715 

18,377,702 

356,928 

743,353 

138,086 

20,646 

1,199,411 

789,489 

336,103 

73,819 

20,836,126 

23,547,039 

22,059,104 

421,974 

878,814 

162,781 

24,366 

1,392,436 

888,860 

429,757 

73,819 

24,939,475 

第8期計画期間における介護給付費等の総額の見込額
区分

標準給付費見込額　小計①

総給付費 

特定入所者介護サービス費等給付額 

高額介護サービス費等給付額 

高額医療合算介護サービス費等給付額 

算定対象審査支払手数料 

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業（社会保障充実分）

包括的支援事業（地域包括支援センターの
運営）及び任意事業費

合計（①＋②）

中長期見込み第８期
合計

単位：千円（※令和７、２２年度は参考値）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和２２年度

地域支援事業費　小計②



3,175 3,300 
3,950 3,950 

4,850 
5,225 

5,715 
5,995 

6,937 

8,375 

65.0 83.1
90.3

108.1 125.8
142.3 165.8

191.1
208.4

249.4

介護保険料基準月額（円）
年間給付額（億円）

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第１４期
0

２,000

4,000

6,000

8,000

0

50

100

150

200

250

介護保険給付の総額と介護保険料基準月額の推移

平成12
～16年度

（億円）

（
年
間
給
付
額
）

（
介
護
保
険
料
基
準
月
額
）

（円）

平成15
～19年度

平成18
～20年度

平成21
～23年度

平成24
～26年度

平成27
～29年度

平成30
～令和2

年度

令和3
～5年度

令和6
～8年度

令和21
～23年度

※調整交付金の交付割合が5％に満たず、不足分は第1号被保険
　者の負担となることから23％を超える率となる。

介護保険料月額の使われ方
居宅サービス費

（居宅介護支援含む）

訪問介護、通所介護、
住宅改修、ケアプラン
作成など

2,908円（48.5%)

標準月額
5,995円

地域密着型サービス費
（予防分含む）

認知症対応型共同生活介護、
地域密着型通所介護など

666円（11.1%)

施設サービス費

特別養護老人ホーム
老人保健施設など

1,722円（28.7%)

地域支援事業費

総合事業、医療・介護連携、
認知症総合支援など

353円（5.9%)

その他給付費

特定入所者介護サービス費、
高額介護サービス費など

346円（5.8%)
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　第１期からの介護給付費等の総
額と介護保険料月額の推移を見る
と、共に増加傾向になっています。
介護給付費等の総額は、第１期（中
間年）の約６５億円から第８期（中
間年）の約１９１億円と約２．９倍
に、また、介護保険料基準月額は第
１期の３，１７５円から第８期の５，９
９５円と約１．９倍になっています。
　今後も、給付費の伸びに伴い、介
護保険料基準額も上昇することが
見込まれます。

介護給付費等と
介護保険料の推移

　「本市の保険料設定の考え方（１
７頁参照）」に基づき第１号被保険
者介護保険料基準月額を算出する
と、本来の月額は６，３６２円となり
ますが、介護給付費等準備基金を
活用し繰り入れることにより、５，９
９５円とします。これにより、保険料
の基準となる月額は、前計画の５，
７１５円と比較して２８０円上昇す
ることとなります。

第１号被保険者の
介護保険料

第１号被保険者の介護保険料 ※公費軽減の影響を含めない場合 本計画における介護給付費等の総額と保険料の全体像
■介護給付費等

■財源構成

■第１号被保険者の保険料

介護給付費

第８期で見込まれる介護給付費等の総額：57,391,220千円（①と②の額の合計）

第１号被保険者の保険料で賄う分の総額（Ⓐ、Ⓑ、©の額の合計＝13,585,527千円）…（Ⅰ）

（Ⅰ）を賄うのに必要な第１号被保険者の保険料基準月額：6,362円

介護給付費等準備基金の取崩しによる減額効果
（取崩し額：784,000千円）

第８期の第1号被保険者の保険料基準月額：5,995円

①標準給付費見込額
 総給付費
  予防給付
  介護給付
 特定入所者介護サービス費等給付額
 高額介護サービス費等給付額  
 高額医療合算介護サービス費等給付額  
 算定対象審査支払手数料  

国負担金（円）

調整交付金（円）

東京都負担金（円） 

府中市負担金（円） 

介護保険料（円）
第１号被保険者保険料

第２号被保険者保険料

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

54,013,463
50,696,302

1,698,366
48,997,936
1,009,738
1,921,992

328,515
56,916

12,793,723,640
※（約24％）

14,583,635,010
（27％）

9,452,356,025
（17.5%）

2,330,046,000
（4.27～4.36％）

8,102,019,450
（15％）

6,751,682,875
（12.5%）

介護予防・日常生活支援
総合事業費分（千円）

包括的支援・
任意事業費分（千円）

地域支援事業費充当分

514,649,200
※（約24％）

586,639,800
（27％）

434,548,000
（20％）

93,718,000
（4.27～4.36％）

271,592,500
（12.5%）

271,592,500
（12.5%）

277,153,910
（23％）
 

463,931,545
（38.5％）

 231,965,772.5
（19.25%）

231,965,772.5
（19.25%）

0.45

0.60

0.70

0.80

基準額

1.10

1.25

1.50

1.70

1.90

2.00

2.20

2.50

2.60

2.90

3.00

30,800

41,100

48,000

54,800

68,500

75,400

85,700

102,800

116,500

130,300

137,100

150,800

171,400

178,300

198,800

205,700

2,567

3,425

4,000

4,567

5,715

6,283

7,142

8,567

9,708

10,858

11,425

12,567

14,283

14,858

16,567

17,142

0.45

0.60

0.70

0.80

基準額

1.10

1.25

1.50

1.70

1.95

2.20

2.40

2.70

2.85

3.10

3.30

32,300

43,100

50,300

57,500

71,900

79,100

89,900

107,900

122,200

140,200

158,200

172,600

194,200

205,000

223,000

237,400

2,692

3,592

4,192

4,792

5,995

6,592

7,492

8,992

10,183

11,683

13,183

14,383

16,183

17,083

18,583

19,783

対象者 保険料段階
保険料率 年額 月額

第７期保険料

保険料率 年額 月額

第８期保険料

生活保護受給者、中国残留邦人等の
支援給付受給者支援

※「保険料段階」の第７～９段階における（）内の数値は、第７期保険料時の設定金額。

老齢福祉年金受給者

 80万円以下

120万円超

 80万円以下

80万円超

120万円未満

3,000万円以上

 80万円超
120万円以下

 　120万円以上
210（20０）万円未満
 210（200）万円以上
320（300）万円未満
 320（300）万円以上

400万円未満
 400万円以上
600万円未満
 600万円以上
800万円未満
  800万円以上
1,000万円未満
 1,000万円以上
1,500万円未満
 1,500万円以上
2,000万円未満
 2,000万円以上
3,000万円未満

課税
状況

非
課
税非
課
税

課
税

課
税

課
税
年
金
収
入
額
＋

そ
の
他
の
合
計
所
得

金
額（
特
別
控
除
後
）

合
計
所
得
金
額（
特
別
控
除
後
）

家
族
本
人

区分

区分 介護給付費充当分（千円）

費用（千円）
地域支援事業費

②地域支援事業費見込額
 介護予防・日常生活支援総合事業費
 包括的支援事業（地域包括支援センター
 の運営）及び任意事業費
 包括的支援事業費（社会保障充実分）

3,377,757
2,172,740

　　984,445
　220,572

区分 費用（千円）

第１段 階

第２段 階

第３段 階

第４段 階

第５段 階

第６段 階

第７段 階

第８段 階

第９段 階

第１０段階

第１１段階

第１２段階

第１３段階

第１４段階

第１５段階

第１６段階



3,175 3,300 
3,950 3,950 

4,850 
5,225 

5,715 
5,995 

6,937 

8,375 

65.0 83.1
90.3

108.1 125.8
142.3 165.8

191.1
208.4

249.4

介護保険料基準月額（円）
年間給付額（億円）

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第１４期
0

２,000

4,000
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8,000

0
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200

250

介護保険給付の総額と介護保険料基準月額の推移

平成12
～16年度

（億円）

（
年
間
給
付
額
）

（
介
護
保
険
料
基
準
月
額
）

（円）

平成15
～19年度

平成18
～20年度

平成21
～23年度

平成24
～26年度

平成27
～29年度

平成30
～令和2

年度

令和3
～5年度

令和6
～8年度

令和21
～23年度

※調整交付金の交付割合が5％に満たず、不足分は第1号被保険
　者の負担となることから23％を超える率となる。

介護保険料月額の使われ方
居宅サービス費

（居宅介護支援含む）

訪問介護、通所介護、
住宅改修、ケアプラン
作成など

2,908円（48.5%)

標準月額
5,995円

地域密着型サービス費
（予防分含む）

認知症対応型共同生活介護、
地域密着型通所介護など

666円（11.1%)

施設サービス費

特別養護老人ホーム
老人保健施設など

1,722円（28.7%)

地域支援事業費

総合事業、医療・介護連携、
認知症総合支援など

353円（5.9%)

その他給付費

特定入所者介護サービス費、
高額介護サービス費など

346円（5.8%)
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　第１期からの介護給付費等の総
額と介護保険料月額の推移を見る
と、共に増加傾向になっています。
介護給付費等の総額は、第１期（中
間年）の約６５億円から第８期（中
間年）の約１９１億円と約２．９倍
に、また、介護保険料基準月額は第
１期の３，１７５円から第８期の５，９
９５円と約１．９倍になっています。
　今後も、給付費の伸びに伴い、介
護保険料基準額も上昇することが
見込まれます。

介護給付費等と
介護保険料の推移

　「本市の保険料設定の考え方（１
７頁参照）」に基づき第１号被保険
者介護保険料基準月額を算出する
と、本来の月額は６，３６２円となり
ますが、介護給付費等準備基金を
活用し繰り入れることにより、５，９
９５円とします。これにより、保険料
の基準となる月額は、前計画の５，
７１５円と比較して２８０円上昇す
ることとなります。

第１号被保険者の
介護保険料

第１号被保険者の介護保険料 ※公費軽減の影響を含めない場合 本計画における介護給付費等の総額と保険料の全体像
■介護給付費等

■財源構成

■第１号被保険者の保険料

介護給付費

第８期で見込まれる介護給付費等の総額：57,391,220千円（①と②の額の合計）

第１号被保険者の保険料で賄う分の総額（Ⓐ、Ⓑ、©の額の合計＝13,585,527千円）…（Ⅰ）

（Ⅰ）を賄うのに必要な第１号被保険者の保険料基準月額：6,362円

介護給付費等準備基金の取崩しによる減額効果
（取崩し額：784,000千円）

第８期の第1号被保険者の保険料基準月額：5,995円

①標準給付費見込額
 総給付費
  予防給付
  介護給付
 特定入所者介護サービス費等給付額
 高額介護サービス費等給付額  
 高額医療合算介護サービス費等給付額  
 算定対象審査支払手数料  

国負担金（円）

調整交付金（円）

東京都負担金（円） 

府中市負担金（円） 

介護保険料（円）
第１号被保険者保険料

第２号被保険者保険料

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

54,013,463
50,696,302

1,698,366
48,997,936
1,009,738
1,921,992

328,515
56,916

12,793,723,640
※（約24％）

14,583,635,010
（27％）

9,452,356,025
（17.5%）

2,330,046,000
（4.27～4.36％）

8,102,019,450
（15％）

6,751,682,875
（12.5%）

介護予防・日常生活支援
総合事業費分（千円）

包括的支援・
任意事業費分（千円）

地域支援事業費充当分

514,649,200
※（約24％）

586,639,800
（27％）

434,548,000
（20％）

93,718,000
（4.27～4.36％）

271,592,500
（12.5%）

271,592,500
（12.5%）

277,153,910
（23％）
 

463,931,545
（38.5％）

 231,965,772.5
（19.25%）

231,965,772.5
（19.25%）

0.45

0.60

0.70

0.80

基準額

1.10

1.25

1.50

1.70

1.90

2.00

2.20

2.50

2.60

2.90

3.00

30,800

41,100

48,000

54,800

68,500

75,400

85,700

102,800

116,500

130,300

137,100

150,800

171,400

178,300

198,800

205,700

2,567

3,425

4,000

4,567

5,715

6,283

7,142

8,567

9,708

10,858

11,425

12,567

14,283

14,858

16,567

17,142

0.45

0.60

0.70

0.80

基準額

1.10

1.25

1.50

1.70

1.95

2.20

2.40

2.70

2.85

3.10

3.30

32,300

43,100

50,300

57,500

71,900

79,100

89,900

107,900

122,200

140,200

158,200

172,600

194,200

205,000

223,000

237,400

2,692

3,592

4,192

4,792

5,995

6,592

7,492

8,992

10,183

11,683

13,183

14,383

16,183

17,083

18,583

19,783

対象者 保険料段階
保険料率 年額 月額

第７期保険料

保険料率 年額 月額

第８期保険料

生活保護受給者、中国残留邦人等の
支援給付受給者支援

※「保険料段階」の第７～９段階における（）内の数値は、第７期保険料時の設定金額。

老齢福祉年金受給者

 80万円以下

120万円超

 80万円以下

80万円超

120万円未満

3,000万円以上

 80万円超
120万円以下

 　120万円以上
210（20０）万円未満
 210（200）万円以上
320（300）万円未満
 320（300）万円以上

400万円未満
 400万円以上
600万円未満
 600万円以上
800万円未満
  800万円以上
1,000万円未満
 1,000万円以上
1,500万円未満
 1,500万円以上
2,000万円未満
 2,000万円以上
3,000万円未満

課税
状況

非
課
税非
課
税

課
税

課
税

課
税
年
金
収
入
額
＋

そ
の
他
の
合
計
所
得

金
額（
特
別
控
除
後
）

合
計
所
得
金
額（
特
別
控
除
後
）

家
族
本
人

区分

区分 介護給付費充当分（千円）

費用（千円）
地域支援事業費

②地域支援事業費見込額
 介護予防・日常生活支援総合事業費
 包括的支援事業（地域包括支援センター
 の運営）及び任意事業費
 包括的支援事業費（社会保障充実分）

3,377,757
2,172,740

　　984,445
　220,572

区分 費用（千円）

第１段 階

第２段 階

第３段 階

第４段 階

第５段 階

第６段 階

第７段 階

第８段 階

第９段 階

第１０段階

第１１段階

第１２段階

第１３段階

第１４段階

第１５段階

第１６段階
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計画の推進に向けて9
　計画の推進に当たっては、引き続き、本計画の評価指
標及び進行管理票に基づくＰＤＣＡサイクルによる評価
を実施します。また、府中市高齢者保健福祉計画・介護

ＰＤＣＡ
サイクル

計画Plan

■発行日： 令和３年３月
■発　行： 府中市福祉保健部高齢者支援課・介護保険課
 〒183-8703　東京都府中市宮西町2丁目24番地
■電　話： 042-335-4537（高齢者支援課）
 042-335-4031（介護保険課）

計画の評価体制

　地域ケア会議、生活支援体制整備、地域包括支援セ
ンターの総合相談支援業務等を通じて、高齢者の悩み
事や困り事などのニーズを適時、的確に把握します。

　この冊子は、府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第８
期）を要約した概要版です。詳細については、市役所本庁舎３階市政情
報公開室や中央図書館で閲覧できるほか、ホームページでもご覧いただ
けます。

地域課題の把握体制
　福祉のニーズの多様化に対応し、また、生涯にわたる
切れ目のない支援を行っていくためには、福祉部門だけ
でなく、企画政策、生涯学習、男女共同参画、地域コ
ミュニティ、住まい、労働、都市計画、防災、交通等の部
門とも広く連携していくことが必要です。
　また、東京都や近隣市町村とも広域的な連携を図って
いきます。

関係部局との連携体制

●事業内容、数値目標、
サービスの見込量等
を定めます。

実行 Do

●計画の内容を踏まえ、
事業を実施します。

改善Act 評価 Check

●評価結果を踏まえ、
必要があると認める
ときは計画や事業の
改善・見直し等を実
施します。

●計画の進行管理組織
に実績を報告し、評
価を行います。

D

CA

P

DC

A

P

DC

A

P

府　中　市

住み慣れた地域で
安心していきいきと暮らせる

まちづくり

府中市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（第８期）
（令和３年度～令和５年度）

概 要 版

保険事業計画推進等協議会において評価結果を報告
し、次期計画へ反映していきます。

継続的な
改善

計画の推進・次期計画への反映
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